
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

九

八

号

菅
内
閣
の
営
利
企
業
へ
の
天
下
り
・
渡
り
根
絶
に
つ
い
て
の
基
本
姿
勢
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

中

川

秀

�
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菅
内
閣
の
営
利
企
業
へ
の
天
下
り
・
渡
り
根
絶
に
つ
い
て
の
基
本
姿
勢
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
の
「
衆
議
院
議
員
中
川
秀
�
君
提
出
菅
内
閣
の
営
利
企
業
へ
の
天
下
り
・
渡
り
根
絶
に
つ
い

て
の
基
本
姿
勢
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
以
下
、
同
答
弁
書
）
の
回
答
内
容
で
明
ら
か
に
な
っ
た
「
退
職
管
理
基

本
方
針
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
）
に
関
す
る
基
本
姿
勢
に
つ
い
て
、
下
記
の
通
り
再
質
問
す
る
。

一

同
答
弁
書
五
の
（
一
）
に
お
い
て
、
「
退
職
管
理
基
本
方
針
」
�
（
�
）
ア
に
お
け
る
「
同
一
府
省
退
職
者
が
何
代
も
連

続
し
て
再
就
職
し
て
い
る
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
、
政
府
関
連
公
益
法
人
等
に
お
け
る
理
事
長
等
ポ
ス
ト
」
に
つ
い

て
、
府
省
庁
退
職
者
が
三
代
連
続
し
て
再
就
職
し
て
い
る
理
事
長
等
ポ
ス
ト
を
想
定
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
総
務
省
の
平

成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
の
「
各
府
省
等
か
ら
の
再
就
職
者
が
五
代
以
上
続
い
て
い
る
独
立
行
政
法
人
・
特
殊
法
人

等
・
公
益
法
人
の
役
職
に
関
す
る
過
去
五
代
の
再
就
職
者
の
最
終
官
職
及
び
府
省
庁
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
の
有
無
」
に
よ
れ

ば
、
下
記
の
六
団
体
に
は
五
代
以
上
連
続
し
て
再
就
職
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
六
団
体
に
つ
い

て
、
過
去
十
年
、
府
省
庁
退
職
者
が
就
職
し
て
い
る
場
合
、
�
役
職
名
、
�
氏
名
、
�
就
任
年
月
日
と
離
任
年
月
日
、
�
就

任
時
の
年
齢
、
�
当
該
団
体
か
ら
の
給
与
支
給
の
有
無
、
�
常
勤
・
非
常
勤
の
別
、
�
就
任
に
当
た
っ
て
の
一
般
職
国
家
公

務
員
・
政
務
三
役
・
元
国
家
公
務
員
に
よ
る
斡
旋
の
有
無
、
	
最
終
官
職
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
た
い
。

一



（
一
）

社
団
法
人
全
国
二
輪
車
安
全
普
及
協
会

（
二
）

財
団
法
人
日
本
農
業
研
究
所

（
三
）

社
団
法
人
日
本
冷
凍
空
調
設
備
工
業
連
合
会

（
四
）

社
団
法
人
日
本
海
事
代
理
士
会

（
五
）

社
団
法
人
日
本
海
難
防
止
協
会

（
六
）

社
団
法
人
安
全
保
障
懇
話
会

二

前
記
一
の
六
団
体
で
、
三
代
以
上
連
続
し
て
再
就
職
し
た
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
「
退
職
管
理
基
本
方
針
」
に
違
反
す
る

も
の
で
は
な
い
と
の
判
断
は
ど
の
よ
う
に
下
し
た
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
別
に
、
�
就
任
に
当
た
っ
て
の
一
般
職
国
家
公

務
員
・
政
務
三
役
・
元
国
家
公
務
員
に
よ
る
斡
旋
の
有
無
、
天
下
り
斡
旋
が
な
か
っ
た
こ
と
を
認
定
す
る
に
至
っ
た
根
拠
は

何
か
、
�
行
政
上
の
権
限
、
契
約
・
補
助
金
等
の
関
与
が
適
正
か
を
ど
の
よ
う
に
判
断
し
た
か
、
�
誰
の
調
査
に
よ
り
、
い

つ
、
誰
が
判
断
を
下
し
た
の
か
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
た
い
。

三

同
答
弁
書
五
の
（
二
）
に
お
い
て
、
「
「
退
職
管
理
基
本
方
針
」
�
（
�
）
ア
に
お
い
て
は
、
特
定
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
、

事
実
上
の
再
就
職
あ
っ
せ
ん
の
慣
行
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
解
消
し
、
適
正
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
当
該
府
省

二



の
法
人
に
対
す
る
行
政
上
の
権
限
、
契
約
・
補
助
金
等
の
関
係
、
当
該
再
就
職
の
経
緯
等
を
精
査
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
行
政
上
の
権
限
関
係
及
び
契
約
・
補
助
金
等
の
関
与
が
適
正
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
や
、
公
平

性
及
び
透
明
性
が
確
保
さ
れ
た
手
続
に
よ
る
選
任
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
等
に
は
、
基
本
的
に
は
問
題
な
い
も
の
と
考
え
ら

れ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
一
）

「
行
政
上
の
権
限
関
係
及
び
契
約
・
補
助
金
等
の
関
与
が
適
正
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
に
は
事
実
上
の
再

就
職
あ
っ
せ
ん
が
あ
っ
た
と
し
て
も
基
本
的
に
は
問
題
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
行
政
上
の

権
限
関
係
及
び
契
約
・
補
助
金
等
の
関
与
が
適
正
で
あ
る
と
認
め
る
基
準
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
判
断
す

る
主
体
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
二
）

「
公
平
性
及
び
透
明
性
が
確
保
さ
れ
た
手
続
に
よ
る
選
任
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
」
に
は
事
実
上
の
再
就
職
あ
っ

せ
ん
が
あ
っ
た
と
し
て
も
基
本
的
に
は
問
題
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
選
任
手
続
き
に
公
平

性
と
透
明
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
基
準
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
判
断
す
る
主
体
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

（
三
）

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日
以
後
平
成
二
十
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
退
職
管
理
基
本
方
針
�－

三



（
�
）－

ア
に
基
づ
き
、
事
実
上
の
再
就
職
あ
っ
せ
ん
の
慣
行
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
解
消
し
、
適
正

化
を
図
る
観
点
か
ら
、
当
該
府
省
の
法
人
に
対
す
る
行
政
上
の
権
限
、
契
約
・
補
助
金
等
の
関
係
、
当
該
再
就
職
の

経
緯
等
を
精
査
し
た
事
例
は
何
件
あ
る
か
。
ま
た
、
精
査
は
ど
の
部
局
が
行
っ
た
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
四
）

退
職
管
理
基
本
方
針
�－

（
�
）－

ア
に
基
づ
き
、
事
実
上
の
再
就
職
あ
っ
せ
ん
の
慣
行
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
の
疑
念
を
解
消
し
、
適
正
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
当
該
府
省
の
法
人
に
対
す
る
行
政
上
の
権
限
、
契
約
・
補
助
金

等
の
関
係
、
当
該
再
就
職
の
経
緯
等
を
精
査
す
る
際
、
当
該
再
就
職
者
が
所
属
し
て
い
た
府
省
が
事
実
関
係
の
確
認

を
行
う
だ
け
で
は
不
十
分
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


